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圧 力計等は対象 とは な らな い
。

　校正 の 精 度 あ る い は周 期 は、適 当 と認 め られ る標準 、基

準 等 に従 う必 要 が あ り、材料 試験 機の よ うに 国際 また は 国

内基 準 等が 存在す る 場合 に は、当 然 こ れ に従 う こ と と な る

が、こ の よ うな基準がない 場合 に は、機器製造者の 推奨す

る 標準、あ る い は 、使 用 者 の 社 内 基準 等 に よ っ て 差 し支 え

ない
。

　 また、規則 の た だ し書 きに あ る 「他 の 計測機器 との 比較

等 の 適 ：当な方法」 とは、例 え ば、「簡単 な計測機器 （定規、

巻 き尺、マ イ ク ロ ゲージ等）」 に つ い て は 、同様 な機器ある

い は、標準 とな る試験片 との 定期的な比 較、「船舶の 機器 に

備 え られ た計測機器 （圧 力計、温度計、回転計等）」 につ い

て は、校 正 記 録 の 確 認 また は複 数 の 機 器 の 表示 との 比 較 等

で あ る 。

3，2 各 規 則中の 「検 査 の 準備 等」に関す る規定の 表現、内容

　　の 統
一

　次 の 4 項 目に 関す る 「検査 の 準備等」 の 要件 を鋼船規則

B 編の 1．4．2．，1．4．3及び 1．4．4の 規定を基 準 と して、各規則 の

規 定 を統
一

した。

　1）書類、記録、検査対象へ の ア ク セ ス 及び 開放 、 障害物

　　 の 撤去、清掃等 の 物 理 的 な検査 の 準 備 （ヒ記 機 器 の

　　 校 正 を含む ）

　2）監督等の 立会

　3）準備不足の 際の 検査停止

　4）検査の 結果、修理 が 必要 と認め られ た 場合 の 于続 き

7．鋼船規則 B 編、D 編、　 N 編及び S 編並び に同検査要領 D 編及び N 編 における改正点の 解説

　　　　　　　　　　　　　　　　　（固定式ガス 検知装置関連）

1．は じ め に

　2001 年 7 月 18 日付規則第 39 号及 び 達第 41 号 （日本籍

船舶用）並 び に 同年 4 月 10 日付 Rule　No ，4及 び Notice

No．14 （外 国 籍 船 舶 用 ） に よ り、鋼 船 規 則 B 編 、　 D 編 、　 N

編及 び S編並び に鋼船規則 検査要 領 D 編及 び N 編の 固定式

ガ ス 検 知 装 置 に 関 す る 規 定が改 正 され た 。以 下 に 、改 正 さ

れ た規則 及 び検査要領 につ い て 解説 する。

2．改正 の 背景

　 タ ン カ
ー、液化 ガ ス ば ら積船及 び危険化学晶ば ら積船 に

は、防火 の 観点か らガ ス 検知装置 の 設置が 要求 さ れ る 。 今

般 、ガ ス 検 知 装置 を ガ ス 安 全 区画 内 に 備 え付 け る場 合 の 要

件 が IACS 　UR 　F43 （Rev．11999 ）と して 公 表 され た た め 、

同 要件 を取 り入 れ た。また、タ ン カ
ー

の 年次検査 にお い て

は 、液化 ガ ス ば ら積船及 び危険化学品 ば ら積船 と同様 に 固

定式／ 可搬式 ガ ス 検知装置及 び警報装置の 作動試験並 び に

酸素濃度計測装置の 作動試験 を行うこ と と した 。 さ らに 、

UR 　F39 の 改正 （Rev．21997 ） を参考 と して、タ ン カ
ー

（引

火 点が 60 ℃ （日 本籍 船 は 61 ℃ ） を超 え る もの を除 く） の

貨物 ポ ン プ室 内 の ガス 濃 度 監 視 に関 す る要 件 を明確化 した。

3．改正 の 内容

3．1 タ ン カ
ー

の 年次検査

　規則 B 編 3，3，2 の 表 B3．8 を改め、液化 ガ ス ば ら積船及 び

危険化学品ば ら積船 と同様 に、タ ン カ
ー

に つ い て も、年次

検査 の 試験項目 と して 固定式／ il∫搬式 ガ ス 検知装置及 び警

報装 置 の 作動 試 験 並 び に酸 素 濃 度 計 測 装 置 の 作 動 試 験 を追

加 した。

3．2 タ ン カ
ー

の 貨物ポ ン プ室 に お ける ガス 濃度監視

　 タ ン カ
ー

の 貨物ポ ン プ室内の ガ ス 濃度監視 は、原 則 とし

て 連 続的 な監視 が 要求 さ れ 、順次 ガ ス を採取 し て 監視する

場合、当該装置は ポ ン プ 室専用 で 、か つ 、その サ ン プ リ ン

グ 間 隔 は で きる だ け短 く しな け れ ば な らな い 旨、規 則 D 編

14，4．8−4．に明 記 した。

3．3 タ ン カ
ー、液化 ガ ス ば ら積船及 び 危険化学 品 ば ら積

　　船 の ガス 検知装置

　 タ ン カ
ー、液化 ガ ス ば ら積船及 び危険化学品ば ら積船 に

非防爆 測 定機器 を有す る 吸 引式 の 固定式 ガ ス 検知装 置 を ガ

ス 安全区画に設置す る 場合、当該装置は ガス 安全区画の 前

部隔壁 に 取付け られ な けれ ば な らず、次 の 要件 に 適合 しな

け れ ば な らな い 旨、鋼 船 規 則 D 編 14．4．8−5．に規 定 し、そ の

取 扱 い を検査 要領 D14 ．4，8 に 設 け た 。本 規 定 に お い て 非 防

爆型 を対象 と した理由は、防爆型の 場合 に は 危険場所 に設

け ら れ る は ず の もの で あり安全場所 に 設 ける 場合 に は 非防

爆型 とな る こ とを想 定 した ため で あ る 。 従 っ て 、防爆型 の

機器 を有する場合で あっ て も気密性 とは 無関係 で あるの で 、

規 定 （4） が適 用 さ れ る。

　（1） 原 則 と して、ガ ス 採 取 管 は 、貨 物 エ リア 以 外 の ガ ス

　　　安全 区画 （炭化水 素 ガ ス の 侵 入 に よ り、引 火 性 又 は

　　　毒性 の 危険が生ず る 区画 をい う）を通過 させ て は な

　　　 ら ない 旨規定 し た。排出管に つ い て も採取管 と同様

　　　 の 取 り扱 い とす る 。

　   　ガス 採取管 に は、フ レーム
・
ア レス タ を備 え なけれ

　　　ば な らない 旨規 定 した。た だ し、本 会の 定め る承 認

　　　試験 は 、 比 較的 径の 大 きい 通 風装置 を想定 した もの

　　　 で あ り、ガ ス 採 取 管の よ うな径 の 小 さ い もの に対 し

　　　 て は 不 適当で あ る の で 、当該 フ レ
ー

ム ・ア レ ス タ は
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　　本会が 適当 と認 め る規格 に適合 した もの で よ い
。

一．一

　　方、採取 した 試料 ガス の 排 出 管 には、フ レーム ・
ス

　　 ク リ
ーン を備 え な けれ ば な らな い 旨規定 した 。 また、

　　排 出 され る試料 ガ ス は 濃度 が低 く、排 出量 も少 な い

　　こ と を考慮して、排気口 は暴露甲板上 の 安全な位置

　 　 として、最 も近 い 空 気取 入 口、排 気 口 又 は居 住 区域、

　　業務 区 域及 び 制御場 所 又 は 他 の 非危険場 所 か ら 3m

　　以 L の水平 距 離をお い て大気 に導 くもの とした。

（3） ガ ス 採 取 管 の ガ ス 安全 区画 と ガ ス 危険区 画 の 隔壁 貫

　　通部 は ガ ス の 漏洩 を防ぐた め、本会が 承認 した 構造

　　又 は 取付物 （R 編参照） に よ り、隔壁 と同等 の 防火

　　性 能 を有 し、ガ ス 安 全 区 画側 の 隔壁 に は、各 ガ ス 採

　　取 管 に 止 め 弁 を設 け る よ う規定 し た。

（4） ガ ス 検知装置 （ガス 採取管、吸引 ポ ン プ、電磁弁及

　　び検知器等 を含 む） は、気密 の 鋼製キ ャ ビ ネ ッ トに

　　配置す る よ う規定 した 。 当該 キ ャ ビ ネ ッ トの 設置規

　　定は検知 器が 吸 引 した ガス が 当 該装 置部で 漏洩 して

　　ガ ス 安全 区画 に 広 が ら ない ようにす る ため の もの で

　 　 あ り、キ ャ ビ ネ ッ トにポ ン プの 廃 熱 用 ス リ ッ ト等 の

　　通気口 を設 け る こ とは で きな い
。 また 、 吸引管と検

　　知器 の 継 手 もキ ャ ビ ネ ッ トの 中 に 入 れ る 必 要 が あ る。

　 　 こ の 他、キ ャ ビ ネ ッ ト内部 が LFL （ガ ス 濃度 が 空 気 中

　　 にお ける燃焼 限 界の 下 限）の 30％ を超えた場合、自

　　動的に ガ ス 検知装置が 停止 し、貨物制御室及 び船橋

　　 に fiJ視 可 聴 の 警報 を発 す る よ う規定 を設けた 。

　（5）キ ャ ビ ネ ッ トを直接、 前部隔 壁に設置で きない 場合、

　　　ガス 採 取管は、鋼製 又 は 同等の 材料 （銅管 も認 め ら

　　　れ る） で な け れ ば な らず、か つ 、隔壁 及 び 検知 装 置

　　　 に 備 えられ る 止 め 弁 の接続部分 以外 に、ガ ス 採取管

　　　を取り外す こ とが で きない もの と し、また、で きる

　　　 隈 り短 い 配 管 と す る よ う規 定 した。排 出 管 に つ い て

　　　 は （1） と同様で あ る 。

　鋼船規則 D 編 14．5．7−2．の ‘

ガ ス 安全区画
’

の 注釈 は

14．4S5 ．に 記 載 され た た め 、重複 を避けて 削除 し た。

　液化 ガス ば ら積船及 び危険化学品ば ら積船 に備 える吸 引

式 固定式 ガ ス 検知装置 に つ い て も、D 編 の 規定 を参照す る

よ う規 則 N 編 13．8．1及 び S 編 13．3，1 と して 参照規定 を追加

し た。

　液化 ガス ば ら積船 に あ っ て は、鋼船規則検査要領 N 編

N8 ，2．11 （2） を改 め N13 ．6．5 を削除す る こ とで 、　 D 編 の 試

料 ガ ス の 排 出 iiに 関す る 規定 に 関 し整 含 を図 っ た 。
こ れ に

よ り、排 出 冂 と非危険場 所 の 距離が
tlOM

以 上
’

か ら
’3m

以 上
’

に 緩和 さ れ るが、そ の
一

方で 採取 ガス が危険 な場合

に は 採 取 区画 に ガ ス を戻 す こ と が 禁 じ られ る こ と と な っ た。

　な お 、 燃料と して貨物を利用 する液化ガ ス ば ら積船に

あ っ て は、鋼 船 規 則 規 則 N 編 16．3．10 に 規 走 され る警報 を

考 慮 して 、ガ ス 検 知 装 置 の キ ャ ビ ネ ッ ト内 部 の ガ ス 濃 度 が

LFL の 30％ を超えた と きに主ガ ス 燃料弁を遮断する もの で

なけれ ば ならない 旨、規則 N 編 13，8，1に規定 した。

8．鋼船規則 B 編及び事業所承認規則にお ける改正点の解説

　　　　　　　　 （高齢船の検査強化等関連）

1．は じめ に

　2001年 4月 10日付 Rule　No．3及び No．4 （外国籍船舶用）

並 び に 2001年 7 月 18 日付 規 則 第 38号 及 び 第 39号 （日本

籍船舶川 ） に よ り、鋼船規則 B 編及 び 事業所 承 認規 則 の 検

査強化等 に 関す る 規定の
一

部が 改正 され た。以下、改正 さ

れ た内容 に つ い て 解説 す る。

2．改正の背 景

　 1999 年 12 月 に 起 こ っ た エ リ カ 号事故後の 対策 と し て 、

IACS は 海 上 にお け る船 舶 の 安 全 と 海 洋 環境 保 護 に むけ て 更

な る 改善の た め 検査要求項 目 と手 順 の 全 般 的 な 見直 しを

行 っ た 。 こ れ を受 けて UR の 改正 が行 わ れ 、高齢船 に対 す

る 検査 要件 の 強化及 び板厚計測中の 検査員の 立 会い に 関 す

る 規定等が 改め られ た 。

　今 般 、改 正 され た 次の IACS　UR の 要件 を取入れ る 。

　（1） Z10 ，1 （Rev ．8　Nov ．2000 ま で の 改 正 を 含 む ）Hull

　　Surveys　of 　Oil　Tankers

（2） ZIO．2 （Rev．11　Nov ．2000 まで の 改正を含む）Hull

　　Surveys　of 　Bulk　Carriers

（3） Z10．3 〔Rev ．4　Nov ．2000 ま で の 改 正 を含 む ）Hull

　　Surveys　of 　Chemical　Tankers

3．改正の 内容

3．1 船齢 15 年以 上 の ESP 船 の 検査強化

　船齢 15年以上 の Enhanced 　Survey　Programe （以下 、

ESP とい う）が 適用 され る 船舶 で は 、中 間検査 は 前 回の 定

期 検査 に準 じる こ と と した 。 （た だ し、タ ン ク 0）水圧 テ ス ト

は含 ま ない ）主 な改正 内容 は次の とお りで ある 。

　 （1） 規則 B 編 1．4．2−2．を一
吝IS改 め、　ESP が 適 用 され る 船

　　　舶の 検査 の 準 備 の 際 に要 求 され る受検 要 領 書 の 提 出

　　　 を、船齢 15年以上 の ESP が適用 され る船 舶 の 中 問

　　　検査 の 準備 の 際に も要求 した。

　 （2） 規則 B 編 4．1．1−2．と して 、船齢 15年以 上 の ESP が 適
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